
福岡県先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、先天性血液凝固因子障害等患者の置かれている特別な立場にかんが 

み、その患者の医療保険等の自己負担分を治療研究事業として公費負担することにより

、患者の医療負担の軽減を図り、精神的身体的不安を解消することを目的とする。 

 

 （実施主体） 

第２条 実施主体は、福岡県とする。 

 

 （対象疾患） 

第３条 対象疾患は、次に掲げる先天性血液凝固因子欠乏症及び血液凝固因子製剤の投与 

に起因するＨＩＶ感染症（以下「先天性血液凝固因子障害等」という。）とする。 

(1) 第Ⅰ因子（フィブリノゲン）欠乏症 

(2) 第Ⅱ因子（プロトロンビン）欠乏症 

(3) 第Ⅴ因子（不安定因子）欠乏症 

(4) 第Ⅶ因子（安定因子）欠乏症 

(5) 第Ⅷ因子欠乏症（血友病Ａ） 

(6) 第Ⅸ因子欠乏症（血友病Ｂ） 

(7) 第Ⅹ因子（スチュアートプラウア因子）欠乏症 

(8) 第ⅩⅠ因子（ＰＴＡ）欠乏症 

(9) 第ⅩⅡ因子（ヘイグマン因子）欠乏症 

(10) 第ⅩⅢ因子（フィブリン安定化因子）欠乏症 

(11) von Willebrand（フォン・ヴィルブランド）病 

 

 （対象患者） 

第４条 治療研究の対象患者（以下「患者」という。）は、福岡県に住所を有し、原則と 

して２０歳以上の者で、医療機関（健康保険法（大正１１年法律第７０号）に規定する 

指定訪問看護事業者並びに介護保険法（平成９年法律第１２３号）に規定する指定居宅 

サービス事業者（同法に規定する訪問看護を行うことができる者に限る。）及び同法に 

規定する指定介護予防サービス事業者（同法に規定する介護予防訪問介護を行うことが 

できる者に限る）を含む。以下同じ。）において前条に掲げる対象疾患に関する医療保 

険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）の規定に 

よる医療に関する給付を受けている者又は先天性血液凝固因子障害等に関する介護保険 

法の規定による訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設 

サービス、介護予防訪問介護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管 

理指導若しくは介護医療院サービスを受けている者のうち、次のいずれかに該当する者 



とする。ただし、法令等の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する

給付が行われている者については、原則として除くものとし、血液凝固因子製剤の投与

に起因するＨＩＶ感染症の患者については、２０歳未満であっても本事業の対象として

取り扱うものとする。 

 (1) 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）の規定による被保険者 

 (2) 健康保険法、船員保険法（昭和１４年法律第７３号）、国家公務員共済組合法（昭  

和３３年法律第１２８号）、地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）  

又は私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）の規定による被保険者又は  

被扶養者 

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）の規定による被保険

者 

 

  （実施方法） 

第５条 治療研究事業の実施は、福岡県知事（以下「知事」という。）が第８条に定める 

医療機関に対し、治療研究に必要な費用を交付することにより行うものとする。 

 

  （医療費等） 

第６条 前条の費用は、医療費及び介護給付費（以下「医療費等」という。）とし、その 

額は、次の額の合計額とする。 

(1) 健康保険又は後期高齢者医療に要する費用の額の算定方法の例により算定した医療に  

要する費用の額の合計額（入院時の食事療養及び生活療養に要する費用については、医   

療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する入院時食事療養標準負担  

額及び入院時生活療養標準負担額を含む。）から、医療保険各法又は高齢者の医療の確  

保に関する法律の規定による医療に関する給付に関し保険者又は市町村が負担すべき額  

を控除した額 

(2) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１２年２月厚生省告  

示第１９号）又は指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成１  

２年２月厚生省告示第２１号）又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に  

関する基準（平成１８年厚生労働省告示１２７号）により算定した額の合計額から、  

介護保険法の規定による先天性血液凝固因子障害等に係る訪問看護、訪問リハビリテ  

ーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防  

訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導及び介護医療院サービスに関し

、保険者が負担すべき額（介護保険法第６９条第３項の規定の適用がある場合にあっ

ては、当該規定が適用される前の額）を控除した額 

(3) 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申し出療養並びに施設基準（平成２０年厚

生労働省告示第１２９号）（以下「先進医療告示」という。）第２第３号に掲げる先

進医療（血液凝固因子製剤に起因するＨＩＶ感染症の患者であって、当該疾患に付随



してＨIＶに感染した者に対して行われるものに限る。）であって、別に定める医療機

関において実施される医療に係る費用 

 

 （治療研究事業の期間） 

第７条  治療研究事業の期間は、同一患者につき１年を限度とする。ただし、必要と認め 

られる場合には、その期間を更新できるものとする。 

２ 治療研究事業の期間の始期は、保健福祉環境事務所（政令市の先天性血液凝固因子障

害等治療研究事業担当課含む。以下同じ。）が申請書を受領した日の属する月の初日ま

でそ及することができる。 

３ 治療研究事業の期間の終期は、原則として当該年度の３月３１日とする。ただし、交 

付年月日が１月から３月に係る治療研究事業の期間の終期は、翌年度の３月３１日とす 

る。 

 

 （治療研究を行う医療機関） 

第８条 治療研究を行う医療機関は、専門医の配置、設備の状況など先天性血液凝固因子 

障害等治療研究を行うに十分な医療機関、健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４ 

４条ノ４第１項に規定する指定訪問看護事業者及び高齢者の医療の確保に関する法律（

昭和５７年法律第８０号）に規定する指定老人訪問看護事業者とし、先天性血液凝固因 

子障害等治療研究事業に関し、知事と委託契約を締結する。 

 

  （先天性血液凝固因子障害等対策協議会の設置） 

第９条  先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の適正かつ円滑な実施を図るため、医学 

の専門家等から構成される福岡県先天性血液凝固因子障害等対策協議会（以下「対策協 

議会」という。）を設置する。 

２  対策協議会は、福岡県における先天性血液凝固因子障害治療研究事業に関し必要な意 

見を交換し、その結果を知事に報告する。 

 

  （申請） 

第１０条  第４条に該当する者、その保護者又は代理人（患者による委任状を所持する者 

に限る。以下「申請者」という。）は、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申 

請書（様式第１号。以下「申請書」という。）及び住民票その他の現住所を確認できる

書類の写しに、対象疾病により次に定める必要書類を添えて、保健福祉環境事務所を経

由し、知事に提出するものとする。 

２ 申請者が先天性血液凝固因子欠乏症の患者であるときは、先天性血液凝固因子障害等 

治療研究診断書（様式第２号。以下「診断書」という。）を添付するものとする。この 

場合において、対象疾病が第３条第５号又は第６号に該当するときは、健康保険法施行 

規則（大正１５年内務省令第３６号）第９９条第４項その他医療保険各法に規定する特



定疾病療養受療証（以下「特定疾病療養受療証」という。）の資格を確認できる書類を

併せて添付し、「小児慢性特定疾患治療研究事業について」（昭和４９年５月１４日厚

生省発児第１２８号厚生事務次官通知）による治療研究対象者が引き続き当該研究事業

を受けようとするときは、小児慢性特定疾患治療研究事業の対象者を証する書類の写し

を併せて添付しなければならない。 

３  申請者が血液凝固因子製剤の投与に起因するＨＩＶ感染症の患者であるときは、保険 

者が発行する特定疾病療養受療証の資格を確認できる書類と併せて当該患者であること

を証する次のいずれかの書類を添付しなければならない。 

 (1) 裁判所が交付した和解調書の抄本であって申請に係る者が血液凝固因子製剤の投与    

に起因するＨＩＶ感染者であることが確認できるもの  

  (2) 財団法人友愛福祉財団が実施する「血液製剤によるエイズ患者等のための健康管理

支援事業」又は「血液製剤によるＨＩＶ感染者の調査研究事業」の対象者であること

が示された、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構により交付された通知書の写

し 

４ 前項に規定する患者においては、本要綱に定める全ての手続きについて保健福祉環境 

事務所を経由せず郵送により行って差し支えないものとし、その際、郵送による受給者 

証等の交付を希望する場合は、申請書の欄外に郵送を希望する旨を記載するとともに、 

宛先を記した封筒を添付しなければならない。なお、郵送は簡易書留によるものとする

。 

５ 第１項の規定による申請は、福岡県簡易申請システムを使用して行うことができ

る。 

 

  （治療研究事業の継続）                                                       

第１１条 治療研究事業の有効期間が過ぎて、なお継続して治療研究事業を受けようとす 

る場合は、申請者は、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付継続申請書（様式第 

４号。以下「継続申請書」という。）及び住民票又はその他の現住所を確認できる書類

の写し並びに次に掲げる書類を添えて、保健福祉環境事務所を経由し、知事に提出する

ものとする。 

２ 申請書が先天性血液凝固因子欠乏症の患者であるときは、診断書を添付するものとす 

る。この場合において、対象疾病が第３条第５号又は第６号に該当するときは、診断書 

と併せて、特定疾病療養受療証の資格を確認できる書類を添付しなければならない。 

３ 申請者が血液凝固因子製剤の投与に起因するＨＩＶ感染症の患者であるときは、前項 

の特定疾病療養受療証の資格を確認できる書類と併せて、前条第３項各号に掲げる書類

のいずれかを添付しなければならない。 

４ 第１項の規定による申請は、福岡県簡易申請システムを使用して行うことができる。 

 

  （指定医療機関） 



第１２条  患者は、希望により、県が委託契約を締結している医療機関（以下「指定医療 

機関」という。）の一つを受療することができる。ただし、やむを得ない理由で複数の 

指定医療機関を受療する場合又は指定医療機関を変更しようとする場合は、申請者は、 

先天性血液凝固因子障害等治療研究受療医療機関追加・変更指定申請書（様式第９号） 

により、保健福祉環境事務所を経由し、知事に申請することができる。 

 

  （受給者証の交付） 

第１３条  知事は、申請書又は継続申請書を受理した場合は、速やかに対策協議会の意見 

を受けて、適当と認めたときは、保健福祉環境事務所を経由し、先天性血液凝固因子障 

害等医療受給者証（様式第３号。以下「受給者証」という。）を交付するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第１０条第３項による書類の提出があったときは、本事業 

の対象として取り扱うものとし、対策協議会の意見聴取等は行わないものとする。 

 

 （医療費等の請求及び支払） 

第１４条  医療機関は、受給者証を交付された者（以下「受給者」という。）の医療費等 

を請求するときは、治療研究を行った月の翌月１０日までに、次に掲げるもののうち、 

(1)を福岡県国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」という。）に、(2)を福岡県 

社会保険診療報酬支払基金（以下「支払基金」という。）に、(3)を福岡県知事に提出

するものとする。 

   (1)（一）当該医療費に係る事項及び国民健康保険に係る事項を併記した国民健康保      

険の診療（調剤）報酬請求書並びに診療（調剤）報酬明細書 

（二）当該医療費に係る事項及び介護保険に係る事項を併記した介護保険の介護給

付費請求書並びに介護給付費請求明細書 

  (2) 当該医療費に係る事項及び各種社会保険に係る事項を併記した各種社会保険の診   

療（調剤）報酬請求書並びに診療（調剤）報酬明細書 

  (3) 第６条(3)に係る費用を記した先天性血液凝固因子障害等治療費請求書（先進医療

分）（様式第１０号） 

 

  （受給者証記載事項等の変更） 

第１５条  受給者は、受給者証記載事項及び加入医療保険の変更を生じたときは、速やか 

に先天性血液凝固因子障害等医療受給者証変更届（様式第５号）に、これを証する書面 

を添えて保健福祉環境事務所を経由し、知事に届け出なければならない。ただし、加入 

医療保険に変更が生じた場合は、対象疾病が第３条第５号、第６号又は血液凝固因子製 

剤の投与に起因するＨＩＶ感染症に該当する者は、特定疾病療養受療証の資格を確認で

きる書類を添付しなければならない。 

２ 前項の規定による申請は、福岡県簡易申請システムを使用して行うことができる。 

 



  （受給者証の返納） 

第１６条  受給者が、次の各号の一つに該当することとなった場合、その日をもって受給 

者証を返納しなければならない。 

(1) 福岡県に住所を有しなくなったとき。 

(2) 本事業の対象疾病患者でなくなったとき。 

(3) 生活保護法等他法の適用を受けることになったとき。 

(4) その他受給者証を必要としなくなったとき。 

２  前項各号の一に該当することになったときは、速やかに先天性血液凝固因子障害等医 

療受給者証返納届（様式第６号）に、受給者証を添えて保健福祉環境事務所を経由し、  

知事に届け出なければならない。 

３ 第１項の規定による申請は、福岡県簡易申請システムを使用して行うことができる。 

 

  （受給者証の再交付） 

第１７条  受給者が受給者証を破損し、又は紛失した場合は、先天性血液凝固因子障害等 

医療受給者証再交付申請書（様式第７号。以下「再交付申請書」という。）により、保 

健福祉環境事務所を経由し、知事に再交付を申請することができる。 

２  知事は、再交付申請書を受理し、再交付の必要を認めた場合は、保健福祉環境事務所 

を経由し、受給者証を再交付するものとする。 

３ 第１項の規定による申請は、福岡県簡易申請システムを使用して行うことができ

る。 

 

 （支払等業務の委託） 

第１８条  知事は、第１４条の(1)及び(2)の審査並びに医療費等の支払等の業務を、国保 

連合会及び支払基金へ委託して行うものとする。 

 

  （医療費等の支払） 

第１９条  医療費等の請求及び支払は、原則として第１４条によるものとする。ただし、 

受給者証の交付を受けた患者に対し、やむを得ない事情等で療養費払いの必要があると 

認められるときの医療費等の請求は、先天性血液凝固因子障害等治療費請求書（様式第 

８号）または、先天性血液凝固因子障害等治療費請求書（先進医療分）（様式第８号の 

２）により、保健福祉環境事務所を経由し、知事に請求することができる。 

 

  （秘密保持） 

第２０条  患者等に与える精神的影響とその病状に及ぼす影響を考慮して、治療研究によ 

って知り得た事実の秘密保持については、慎重に配慮するものとし、特に個人が特定さ 

れうるものに係る情報（個人情報）の取り扱いについては、その保護に十分配慮するも 

のとする。 



 

   附 則 

  この要綱は、平成元年１１月１日から施行し、平成元年４月１日から適用する。      

附 則 

  この要綱は、平成３年１２月２７日から施行し、改正後の福岡県先天性血液凝固因子障 

害治療研究事業実施要綱の規定は、平成３年４月１日から適用する。 

   附 則 

  この要綱は、平成６年６月２７日から施行する。 

   附 則                             

 この要綱は、平成６年１２月８日から施行し、平成６年１０月１日から適用する。          

附 則 

  この要綱は、平成７年６月１２日から施行し、平成７年５月１０日から適用する。 

   附 則 

  この要綱は、平成８年１２月２６日から施行し、平成８年７月１日から適用する。 

   附 則 

  この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

      附 則 

  この要綱は、平成１１年４月２１日から施行し、平成１１年４月１日から適用する。 

       附 則 

 この要綱は、平成１２年９月１日から施行し、平成１２年４月１日から適用する。 

       附 則 

 この要綱は、平成１５年３月５日から施行する。 

       附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

       附 則 

 この要綱は、平成１８年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１９年３月１２日から施行し、平成１８年４月１日から適用（第６条

（１）については同年１０月１日から適用）する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年５月７日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２１月４月１日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２３月１１月１１日から施行し、平成２３年１１月１日から適用する

。 



附 則 

この要綱は、平成２４月５月１１日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成３０月１２月４日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、様式１から様式１０の改定に

ついては令和元年５月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和２年１２月２５日から施行し、令和３年１月１日から適用する。 

  附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和７年３月１８日から施行する。 


